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’
九
九
九
年
度
は
永
久
退
学
者
の
五
○
％
以
上
は
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
出
身
生
徒
で
、
集
団
ご
と
に
そ
の
数
値
は
か

な
り
異
な
る
が
、
ア
フ
リ
カ
系
・
カ
リ
ブ
系
黒
人
少
年
少
女
は
同

学
齢
に
比
較
し
て
多
い
。
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
と
も
に
、

人
種
主
義
に
関
す
る
教
員
研
修
、
人
口
比
に
対
す
る
マ
イ
ノ
リ
テ

ィ
教
師
や
校
長
の
割
合
の
少
な
さ
（
以
下
、
過
少
割
合
）
な
ど
へ

の
対
策
も
必
要
で
あ
る
。
小
・
中
学
校
の
中
退
者
数
の
公
表
も
考

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
特
に
彼
ら
の
成
績
公
表
に
お
い
て
は
、

集
団
別
に
集
計
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特

に
ア
フ
リ
カ
系
・
カ
リ
ブ
系
黒
人
の
中
退
と
無
断
欠
席
が
不
均
衡

な
水
準
に
あ
る
学
校
に
対
し
て
は
特
別
調
査
が
必
要
で
あ
る
。

資
料
紹
介

１
教
育

４
章
教
育
、
訓
練
お
よ
び
仕
事
へ
の
ア
ク
セ
ス

「
将
来
へ
の
挑
戦
ｌ
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
市
に
お
け
る
人
種
平
等
ｌ
』

教
育
達
成
度
に
関
し
て
は
、
全
般
的
に
改
善
の
兆
し
に
あ
る
が
、

集
団
ご
と
に
か
な
り
の
開
き
が
見
ら
れ
る
。
成
績
達
成
度
に
は
、

両
親
の
態
度
、
教
師
の
期
待
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
社
会
経
済
的
地
位
、

人
種
主
義
と
偏
見
、
ク
ラ
ス
の
能
力
別
編
成
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
モ

ニ
タ
ー
制
度
の
欠
如
、
文
化
的
感
性
の
欠
如
お
よ
び
家
庭
と
学
校

の
連
携
の
不
十
分
さ
な
ど
の
要
因
が
挙
げ
ら
れ
る
。
イ
ン
ド
系
女

子
が
最
高
の
成
績
を
示
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、

民
族
性
お
よ
び
社
会
経
済
的
地
位
の
相
互
作
用
に
よ
る
も
の
と
い

え
よ
う
。
特
定
グ
ル
ー
プ
の
達
成
度
を
改
善
し
て
、
高
い
集
団
の

水
準
ま
で
引
き
上
げ
る
た
め
の
行
動
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
た

め
に
は
以
下
の
方
法
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
最
高
レ
ベ
ル
達
成
者
の
経
験
に
基
づ
く
デ
ー
タ
を
、
他
の
集
団
に

応
用
す
る
。

・
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
両
親
を
、
改
善
策
の
「
ス
ク
ー

ル
・
プ
ラ
ス
」
活
動
に
取
り
込
む
。

・
メ
ン
タ
リ
ン
グ
（
指
導
者
制
度
）
の
担
い
手
に
認
定
資
格
を
与
え
、

に
つい

て
（
下
）

山
田
澄
子



７５「将来への挑戦一バーミンガム市における人種平等一」について（下）

表２ジエンダーおよびエスニシテイ別退学者（1999～2000年）

ＥＥ 

ＯＩ 

ＯＩ 

ＯＯ 

ＯＯＩＯＯＩ 

ＯＯＩＩＯＵＯＯ 

ＩＯＯＯＩＩＩ 

Source:BirminEhamCitvCouncilEducationDeDartment 

表３ＧＣＳＥ結果におけるバーミンガム市のエスニック・グループおよびジェンダー別傾向

５+ＡＣ等級（上級成績取得者）

Source:Birmin回hamCitvCouncilEducationDeDartｍｅｎｔ

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
を
継
続
す
る
。

・
教
員
研
修
を
受
け
る
マ
ィ
ノ
リ
テ
ィ
学
生
、
ク

ラ
ス
の
同
助
手
お
よ
び
同
理
事
や
理
事
長
の
数

を
増
や
す
た
め
に
、
モ
ニ
タ
ー
、
評
価
お
よ
び

目
標
設
定
を
行
う
。

．
以
下
の
事
柄
に
関
し
、
最
低
基
準
値
を
設
定
す

る
。（
ア
）
夜
の
父
母
会
の
出
席
は
、
学
校
生
徒
数

の
エ
ス
ニ
ッ
ク
構
成
割
合
に
対
応
し
て
い
る
か
。

（
イ
）
補
習
ク
ラ
ス
出
席
の
生
徒
は
、
学
校
の

エ
ス
ニ
ッ
ク
出
身
者
数
に
対
応
し
て
い
る
か
。

・
教
員
研
修
に
、
習
熟
度
を
引
き
上
げ
る
た
め
の

配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

．
新
し
い
＆
・
巨
岳
の
①
。
］
８
ｍ
は
、
教
育
と
訓
練
へ
の

ア
ク
セ
ス
に
お
い
て
特
に
困
難
な
集
団
に
優
先

権
を
与
え
る
こ
と
。

・
学
校
の
補
習
授
業
や
母
語
の
授
業
に
対
す
る
支

援
策
と
十
分
な
資
金
援
助
。

・
成
績
の
格
差
を
表
現
す
る
新
た
な
言
葉
の
開
発
。

「
能
力
以
下
の
成
績
取
得
者
」
と
い
う
ラ
ベ
ル
は

無
益
で
か
つ
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
の
危
険
性
が

あ
る
。

部落解放研究 Nol51 2003.4 

エスニシティ 小学校（％） 中等学校（％）
義務教育年

齢児童（％）

女性 男性 合計 女性 男`性 合計

白人 40.0 526 51.6 645 4４８ 47.7 588 

アフリカ系・カリブ系 20.0 228 2２ ６ 25.8 24.6 248 6.4 

混血 40.0 17.5 1９ ４ 9.7 1３ ７ 13.1 Ｎ/Ａ 

インド系 ０．０ Ｃ 0 2.2 １ ９ 1９ 6.7 

バングラデシュ系 0.0 0.0 ０ 0 0.0 ２ ７ 

パキスタン系 0.0 ６ ５ 0.0 1２ ０ 10.3 164 

エスニシテイ／ジェンダー 1998年

年度（％）

1999年

(％） 

2000年

(％） 

改善度（1998～

2000年度）（％）

アフリカ系・カリブ系少年 1３ 2０ 1９ ６ 

アフリカ系･カリブ゛系少女 2８ 3０ 3１ ３ 

バングラデシュ系少年 2８ 3１ 3０ ２ 

バングラデシュ系少女 3６ 4０ 4２ ６ 

インド系少年 4０ 4３ 4９ ９ 

インド系少女 5０ 5５ 6１ 1１ 

パキスタン系少年 ２１ 2６ 2７ ６ 

パキスタン系少女 3１ 3２ 4１ １０ 

白人少年 3４ 3３ 3６ ２ 

白人少女 4４ 4５ 4５ １ 

全少年 3０ 3２ 3４ ４ 

全少女 4２ 4４ 4７ ５ 



7６ 

表４バーミンガム市における非助成職および助成職に就いているエスニック割合
（1998年６月～1999年１２月）

蔦 勇藍謡罷〕99年10～］２１目

SourceEmploymentServices 

プ
ロ
グ
ラ
ム
二
八

～
二
四
歳
）
は
、
そ

一
％
は
白
人
の
若
者

が
占
め
て
い
る
。
「
青

年
失
業
者
の
た
め
の

弟
制
度
の
八
五

２
訓
練

サ
ー
ビ
ス
部
門
や
Ｉ

Ｔ
分
野
の
雇
用
機
会
の

拡
大
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
・
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
に
対
す
る
技
能

訓
練
が
不
適
切
な
た
め

に
、
労
働
市
場
へ
の
ア

ク
セ
ス
障
害
を
惹
起
し

て
い
る
。
ゆ
え
に
、
こ

の
技
能
格
差
に
的
を

絞
っ
た
訓
練
が
必
要

で
あ
る
。
現
代
版
徒

￣ 

ユ
ー
デ
イ
ー
ル
」

● 

一
九
九
一
年
度
の
国
勢
調
査
に
よ
れ
ば
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
の
失
業
率
（
二
五
・
二
％
）
は
白
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

（
一
二
％
）
の
二
倍
以
上
で
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
の
そ
れ
は
一

八
・
五
％
で
あ
っ
た
。
一
九
九
八
年
度
の
労
働
力
調
査
に
よ
れ
ば
、

同
年
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
失
業
率
は
一
九
・
六
％

で
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
市
の
平
均
失
業
率
七
・
七
％
よ
り
高
か
っ
た
。

一
九
九
一
年
か
ら
九
八
年
ま
で
の
同
市
に
お
け
る
失
業
率
の
減
少

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
失
業
率
は
、

労
働
市
場
に
お
け
る
不
利
益
ゆ
え
白
人
よ
り
高
い
。

の
「
労
働
へ
の
福
祉
」
戦
略
お
よ
び
長
期
間
失
業
状
態
に
あ
る
若

者
を
減
ら
す
目
的
の
一
環
と
し
て
、
一
九
九
八
年
に
国
が
多
大
の

投
資
を
行
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
当
雇
用
、

全
日
制
教
育
、
フ
ル
タ
イ
ム
訓
練
、
お
よ
び
環
境
タ
ス
ク
・
フ
ォ

ー
ス
か
ポ
ラ
ン
タ
リ
ー
部
門
に
お
け
る
職
業
斡
旋
、
の
四
種
類
の

選
択
肢
を
提
供
し
て
い
る
。
民
間
部
門
雇
用
の
四
三
％
、
公
営
部

門
雇
用
の
六
七
％
、
フ
ル
タ
イ
ム
教
育
ま
た
は
訓
練
の
四
七
％
を

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
占
め
て
い
た
が
、
訓
練
の
効
果

や
参
加
後
の
就
職
に
関
す
る
報
告
は
入
手
し
て
い
な
い
。

３
仕
事

白人参加者 ポエスニツク・マイノリティ参加者

期間

全体屑

→総数

(人）

合計数

(人）

非助成

職中割

合(％）

助成職

中薔１１合

(％） 

全職業

中割合

(％） 

合計数

(人）

非助成

職中割

合(％）

助成職

中削合

(％） 

全職業

中削合

(％） 
1998年４～６月 2631 1166 42.5 7.1 49.7 1205 35.6 41.0 

1998年７～９月 1602 710 4ｑＯ 5.5 465 698 32.0 6.8 38.8 

1998年10～12月 1551 624 39.7 9.1 489 810 32.2 6.2 38.4 

1999年１～３月 1791 762 394 6.1 45.5 848 32.1 5.5 37/６ 

1999年４～６月 1832 802 52.9 5２ 58.1 841 39.6 3.8 43.5 

1999年７～９月 1811 795 40.0 4２ 442 847 273 3.4 30.7 

1999年10～12月 1752 755 272 4２ 314 839 24.9 1.9 2６８ 



７７『将来への挑戦一バーミンガム市における人極平等一」について

すてい系の期ブ系お態ス業
一いやの国契系と職よ’ニタ可一

九構テるが二勢約はイ種ぴあン能ブし

(下）

エ
ス
ー
ー
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
雇
用
と
失
業
に
影
響
を
与
え

る
要
因
は
、
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

（
１
）
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
、
不
況
の
影
響
を
受
け

や
す
い
仕
事
に
就
い
て
い
る
割
合
が
高
い
。

’
九
九
一
年
度
の
国
勢
調
査
に
よ
る
と
、
同
年
四
月
現
在
、
就

業
可
能
な
全
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
系
の
四
二
％
、
働
き
盛
り
の
パ
キ

ス
タ
ン
系
男
性
の
三
五
％
、
お
よ
び
同
女
性
の
四
五
％
が
失
業
状

態
に
あ
り
、
こ
れ
ら
の
数
値
は
白
人
男
性
の
失
業
率
一
四
・
九
％
、

お
よ
び
同
女
性
の
八
・
二
％
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

職
種
の
違
い
が
失
業
の
一
つ
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
が
、
中
国

系
と
イ
ン
ド
系
は
自
営
業
の
割
合
が
高
く
、
ア
フ
リ
カ
系
・
カ
リ

ブ
系
は
技
術
、
事
務
、
個
人
サ
ー
ビ
ス
、
非
熟
練
職
に
、
特
に
有

期
契
約
や
臨
時
職
に
高
い
割
合
を
占
め
て
い
る
。
一
九
九
五
年
度

の
国
勢
調
査
に
よ
る
と
、
自
営
を
し
て
い
る
理
由
と
し
て
、
中
国

系
の
二
七
％
、
イ
ン
ド
系
の
二
○
％
が
「
労
働
市
場
で
の
差
別
や

い
や
が
ら
せ
の
経
験
」
を
、
自
営
を
開
始
し
た
理
由
と
し
て
あ
げ

て
い
る
。

（
２
）
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
年
齢

構
成
は
、
よ
り
若
い
。

一
九
九
一
年
度
の
国
勢
調
査
に
よ
る
と
、
若
者
の
失
業
率
は
最

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
失
業
の
説
明

バーミンガム市におけるエスニシテイ別の失業（全年齢層、1996年）表５

Source:ＢＥＩＣ/HouseholdSurveyl996 

表６バーミンガム市の人ロ年齢構成（1991年）

Source:1991CensusTopicReporl､EthnicGroupsinBirminRham 

部落解放研究Ｎ01512003.4

エスニック・グループ 男性（％） 女性（％）

全体 2１ 1１ 

その他 2８ 1４ 

中国系 10 ６ 

バングラデシュ系 3９ 2６ 

パキスタン系 3１ 2３ 

インド系 1５ ７ 

アフリカ系・カリブ系 3０ 1８ 

白人 1８ ９ 

年齢層（歳） 白人（％） エスニック・マイノリテイ（％） 全体（％）

Ｏ～1７ 64.6 35.4 100 

１８～2４ 73.7 26.3 100 

25～3９ 77.4 22.6 100 

40～5９ 842 15.8 100 

60～ 932 6.8 100 
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も
高
く
、
一
六
歳
か
ら
一
九
歳
ま
で
の
全
若
者
の
二
五
％
が
、
二

○
歳
か
ら
二
四
歳
ま
で
の
一
九
・
四
％
が
失
業
し
て
い
る
。
貧
し

い
恵
ま
れ
な
い
地
域
へ
の
集
住
、
学
校
中
退
、
特
定
グ
ル
ー
プ
に

み
ら
れ
る
低
い
学
歴
、
貧
し
い
住
宅
環
境
、
失
業
率
の
高
さ
が
理

由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
彼
ら
が
常
に
失
業
状
態

に
あ
る
家
庭
で
育
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

（
３
）
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
失

業
率
の
高
い
地
域
に
集
中
し
て
い
る
。
（
表
７
は
省
略
）

一
九
九
一
年
度
の
国
勢
調
査
に
よ
る
と
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
口
の
五
○
％
が
失
業
率
の
高
い

七
地
区
（
九
・
六
％
Ｉ
二
五
・
三
％
）
に
集
住
し
て
い
る
。
こ
の

地
区
の
九
エ
リ
ア
は
ニ
ド
バ
ス
ト
ン
を
除
き
）
二
○
○
○
年
貧

困
指
標
の
国
内
最
貧
困
地
区
ト
ッ
プ
一
○
％
に
入
っ
て
い
る
地
区

で
あ
る
。

（
４
）
労
働
市
場
に
お
け
る
人
種
差
別
。

『
社
会
的
排
除
ユ
ニ
ッ
ト
報
告
書
ｌ
社
会
的
排
除
と
近
隣
再
開

発
に
お
け
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
問
題
」
は
、
労
働
市

場
に
お
け
る
人
種
主
義
が
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
仕

事
や
雇
用
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
お
い
て
、
決
定
的
な
影
響
を
与
え
る

重
要
な
要
因
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
「
多
民
族
イ
ギ
リ
ス
の
将

来
報
告
書
』
は
、
「
黒
人
・
ア
ジ
ア
系
の
人
々
は
、
保
有
す
る
資

格
に
か
か
わ
ら
ず
、
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ペ

ナ
ル
テ
ィ
が
存
在
す
る
」
と

い
う
研
究
資
料
を
引
用
し
、

「
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ペ
ナ
ル
テ

ィ
と
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ

ル
ー
プ
が
、
同
じ
資
格
保
有

者
の
白
人
よ
り
条
件
の
悪
い

仕
事
に
つ
く
結
果
を
導
く
全

て
の
不
利
益
な
条
件
で
あ

る
」
と
定
義
し
て
い
る
。

教
育
資
格
は
必
ず
し
も
就

職
に
有
利
に
作
用
し
て
い
な

い
。
『
ア
フ
リ
カ
系
・
カ
リ

ブ
系
青
年
と
労
働
市
場
に
関

す
る
調
査
』
に
よ
れ
ば
、
ア

フ
リ
カ
系
・
カ
リ
ブ
系
大
卒

の
失
業
率
は
、
白
人
の
Ａ
レ

ベ
ル
取
得
者
の
二
倍
以
上
で

あ
る
。
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
の
若
者
の
多
く
は

ポ
ス
ト
略
（
高
校
卒
業
後
〉

の
全
日
制
教
育
を
受
け
て
い

る
が
、
白
人
の
同
割
合
は
最

バーミンガム市の全日制のポスト16教育におけるエスニック割合（1999年）表８

Source:BirminghamCareers＆EducalionBusinessParmership 

エスシテイ 全日制教育在籍者の割合（％）

白人 610 

アフリカ系黒人 72.9 

カリプ系黒人 7２０ 

その他の黒人 70.2 

'1』国系 88.8 

インド系 979 

バングラデッシュ系． 77.7 

パキスタン系 79.4 
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一
雇
用
サ
ー
ビ
ス
（
曰
苣
の
向
日
己
一
・
三
曰
の
貝
の
①
『
く
－
８
）
は
、
一
九
九

八
年
に
、
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
応
募
者
と
ビ
ジ
ネ

ス
戦
略
」
を
開
始
し
た
。
こ
れ
は
、
、
雇
用
サ
ー
ビ
ス
と
連
携
し

て
い
る
地
域
の
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
ｚ
の
ミ

ロ
の
山
忌
日
日
の
円
の
亘
已
の
、
Ｎ
Ｄ
Ｐ
）
が
、
失
業
者
に
対
す
る
職
業
提

供
、
訓
練
や
自
営
の
機
会
提
供
な
ど
に
際
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
計

画
や
提
供
に
必
ず
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
や
そ
の
組
織
を

取
り
込
む
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
る
。
ウ
ェ
ス
ト
・
ミ
ッ
ド
ラ
ン

ズ
内
務
省
事
務
所
（
Ｇ
Ｏ
Ｗ
Ｍ
）
は
、
ア
ジ
ア
系
や
ア
フ
リ
カ

系
・
カ
リ
ブ
系
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
連
携
し
て
、
単

一
再
開
発
予
算
チ
ャ
レ
ン
ジ
基
金
（
の
一
層
一
の
幻
の
、
の
ロ
の
『
ロ
［
一
・
口
□
巳
‐

ぬ
の
［
○
百
一
一
８
ｍ
の
句
巨
且
、
以
下
Ｓ
Ｒ
Ｂ
Ｃ
Ｆ
）
を
も
と
に
、
彼
等
の

能
力
形
成
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
＆
ソ
リ
フ
ル
訓

練
企
業
協
議
会
は
ア
ジ
ア
系
お
よ
び
ア
フ
リ
カ
系
・
カ
リ
ブ
系
の

ビ
ジ
ネ
ス
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
有
し
、
Ｔ
Ｅ
Ｃ
（
技
術
専
門
大
学
）

も
ア
フ
リ
カ
系
・
カ
リ
ブ
系
ビ
ジ
ネ
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
戦
略
と

も
低
い
。
ポ
ス
ト
蛆
在
籍
者
の
う
ち
、
中
国
系
、
イ
ン
ド
系
学
生

の
約
七
五
％
は
好
成
績
の
Ａ
レ
ベ
ル
も
し
く
は
Ｇ
Ｎ
Ｖ
Ｑ
上
級
コ

ー
ス
に
在
籍
し
て
い
る
が
、
カ
リ
ブ
系
黒
人
の
約
六
六
％
は
Ｇ
Ｎ

Ｂ
Ｑ
中
級
コ
ー
ス
に
在
籍
し
て
い
る
。

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
失
業
に
対
す
る
対
応

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ

ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
集
住
地

区
に
お
い
て
二
種
類
の
Ｓ
Ｒ
Ｂ

プ
ロ
グ
ラ
ム
が
実
施
さ
れ
て
い

る
が
、
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
し

て
就
職
で
き
た
の
は
四
分
の
一

以
下
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
独
自
の
ア

ド
バ
イ
ス
提
供
を
行
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
市
の
経
済
開
発
部
も
、

学
校
や
大
学
と
連
携
し
な
が
ら
、

専
門
職
や
金
融
サ
ー
ビ
ス
部
門

に
お
け
る
雇
用
拡
大
の
た
め
の

雇
用
資
源
セ
ン
タ
ー
の
開
設
お

よ
び
Ｓ
Ｒ
Ｂ
Ｃ
Ｆ
に
よ
る
地
区

の
再
開
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
の
支

援
を
行
っ
て
い
る
。

黒
人
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ

表９ SRBチャレンジ基金経済効果（1995年度～1999年度）

Ｉｉｉ 
Source:BirminghamCityCouncilEconomicDevelopmentDepartmcnt 

部落解放研究Ｎ01512003.4

成果内容 合計
黒人とマイノリティ数

(人）

黒人とマイノリテイ

(％） 

職業獲得者数 7176 1655 23.06 

技術向上／改蒋|｣標のための

プロジェクト雅金受給者数

194160 86254 44.42 

資格獲得訓練受給者数 30110 14227 4752 

自営業開始者数 3157 905 2８６７ 

新ビジネス開業者数 4353 1090 25.01 
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（
ァ
）
貧
困
地
区
に
お
け
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
一
展

用
改
善

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
す
る
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
（
Ｎ
Ｄ
Ｃ
）
プ
ロ

グ
ラ
ム
は
、
政
策
開
発
担
当
の
Ｎ
Ｄ
Ｃ
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
支

援
す
る
た
め
の
人
種
平
等
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
含
ん
で
い
る
。
英
国
戦

略
行
動
計
画
は
近
隣
再
開
発
基
金
（
Ｎ
Ｒ
Ｆ
）
か
ら
新
た
に
八
億

ポ
ン
ド
を
受
給
し
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
市
自
体
も
失
業
や
犯
罪
の
低

減
、
最
貧
困
地
区
の
保
健
、
住
宅
お
よ
び
環
境
問
題
改
善
の
た
め

に
向
こ
う
三
年
間
四
九
五
○
万
ポ
ン
ド
の
助
成
を
受
け
て
い
る
。

地
域
連
接
隣
再
開
発
戦
略
お
よ
び
Ｎ
Ｒ
Ｆ
基
金
に
よ
る
四
九
五
○

万
ポ
ン
ド
の
使
途
開
発
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
新
・
地
方
戦
略
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
Ｌ
Ｓ
Ｐ
）
は
、
平
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
意
見
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
努
め

て
い
る
。

（
イ
）
特
定
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
の
失
業
の
低
減

小
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ー
ビ
ス
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の

ビ
ジ
ネ
ス
・
ニ
ー
ズ
に
関
す
る
正
確
な
分
析
を
行
い
、
サ
ー
ビ
ス
、

ビ
ジ
ネ
ス
・
リ
ン
ク
お
よ
び
企
業
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
に
お
け
る
運

営
へ
の
参
加
、
ビ
ジ
ネ
ス
活
動
に
関
す
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
策
定
や

実
施
な
ど
の
全
段
階
で
の
支
援
策
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
保
障
し
て
い

変
化
へ
の
戦
略

（
エ
）
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
若
者
に
お
け
る
失
業
の

低
減新
「
青
年
支
援
サ
ー
ビ
ス
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
し
て
、
全
若
者

に
個
人
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
エ
ス
ー
ー
ッ

ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
若
者
が
政
策
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
関

す
る
協
議
に
参
加
で
き
る
制
度
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
す
る
差

別
、
不
平
等
、
お
よ
び
社
会
的
排
除
の
問
題
は
、
社
会
的
・
経
済

的
荒
廃
の
原
因
と
な
る
。
社
会
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
重
要
な
部

分
が
疎
外
さ
れ
、
参
政
権
を
剥
奪
さ
れ
、
帰
属
意
識
が
維
持
で
き

な
い
な
ら
ば
、
社
会
的
結
束
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
経
済
的
に

は
、
不
平
等
と
差
別
ゆ
え
に
、
市
民
の
多
く
の
能
力
が
十
分
に
活

用
さ
れ
な
け
れ
ば
、
国
内
・
国
際
的
な
競
争
力
を
維
持
す
る
こ
と

は
期
待
で
き
ず
、
結
果
的
に
「
二
面
性
を
持
つ
都
市
」
を
生
み
出

す
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
ご
労
働
市
場
に
お
け
る
人
種
主
義
へ
の
取
り
組
み

政
府
調
達
や
許
認
可
業
務
を
担
当
し
て
い
る
公
的
機
関
は
、
取

り
引
き
先
の
団
体
や
契
約
者
が
雇
用
平
等
政
策
を
行
い
、
そ
の
実

施
が
モ
ニ
タ
ー
さ
れ
て
い
る
事
実
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

る
。し､

０ 



訓
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
人
口
の
概
算
に
よ
る
と
、
バ
ー

蒋
ミ
ン
ガ
ム
市
役
所
の
一
三
部
署
の
う
ち
四
部
署
の
み
が
エ
ス
ニ
ッ

蝿
ク
労
働
人
口
を
正
当
に
反
映
し
た
労
働
力
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

焔
同
市
で
は
、
一
九
九
八
年
の
「
前
進
（
団
【
の
四
六
三
ｍ
弓
【
・
巨
召
）
」

率
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
見
直
し
に
よ
り
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
過
少
割
合
と

市
キ
ャ
リ
ア
昇
進
の
問
題
解
決
を
目
的
と
す
る
「
将
来
へ
の
架
け
橋

ムガ
（
Ｂ
Ｉ
Ｆ
）
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
立
ち
上
げ
ら
れ
た
。
な
か
で
も
住
宅

ンミ
課
は
、
「
若
者
の
た
め
の
ニ
ュ
ー
一
ナ
ィ
ー
ル
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実

乍
施
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
参
加
者
を
優
先
的
に
正
職
員
に
採
用
し
て
い

鋒
る
い
る
。
今
ま
で
に
、
リ
ク
ル
ー
ト
総
数
一
一
一
七
名
中
、
ア
フ
リ
カ

鰯
系
・
カ
リ
ブ
系
を
一
○
人
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
系
を
一
一
人
、
イ
ン

彩
ド
系
を
三
人
、
パ
キ
ス
タ
ン
系
を
一
一
人
採
用
し
て
い
る
。

将

８１ 
について（下）

バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
市
役
所

１
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
お
け
る
全
般
的
過
小

割
合
の
問
題

５
章
公
的
サ
ー
ビ
ス
業
に
お
け
る
過
少
割
合

表１０バーミンガム市役所の各部におけるエスニック・マイノリティ職員の割合

Sourcc:BirminghamCityCouncilCentralPersonnelServices 

部落解放研究Ｎ０１５１２００８．４

市役所の各部 黒人およびエスニツク・マイノリテイ職員（％）

1998～1999年1999～2000年
商業サービス 23.2 25.3 

経済開発 22.7 23.5 

教育 １３．６ 1４ １ 

環境サービス 7.8 ８ ６ 

財政 2ｑ２ 2１ ６ 

住宅 15.1 1６ ７ 

法律 1８ 2１ ４ 

レジャー＆コミュニティ・サービス 23.7 2３ ６ 

企画＆建築 １０３ 1１ ６ 

人事＆組織 29.5 2７ ４ 

政策 3２ ６ 3１ ４ 

社会サービス 3３ ６ 34.3 

運輸 1３ ４ 13Ｊ 

CＩＹＹＴＷＩＤＥ １８ 1 18.8 
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ﾄ総労働力におけるエスニシティ割合表１１保健トラス

Source:BirmilughamHealthAuthority 

保
健
部
門

二
○
○
○
年
一
二
月
一
一
一

一
日
現
在
で
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
職
員

は
、
す
べ
て
の
初
期
ケ
ァ

グ
ル
ー
プ
の
職
員
も
含
め

て
一
四
・
五
％
を
占
め
て

い
る
。
構
造
改
革
・
合
併

に
伴
っ
て
、
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
採

用
機
会
は
制
限
さ
れ
る
結

果
と
な
っ
た
。

刑
事
司
法
機
関

年
同
地
区
の
同
人
口

ウ
ェ
ス
ト
・
ミ
ッ
ド
ラ

ン
ズ
警
察
の
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
職
員

は
六
・
九
％
、
同
警
察
官

は
四
・
八
％
を
占
め
て
い

る
が
、
こ
れ
は
一
九
九
一

￣ 

七
・
二
％
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
生
ま
れ
の
人
も
含
む
）
と
は
対
照
的
数

値
で
あ
る
。
警
察
は
、
今
後
一
○
年
間
の
同
出
身
者
の
雇
用
目
標

を
一
六
・
二
％
と
設
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
十
分
な
も
の
で

は
な
い
。
ウ
ェ
ス
ト
・
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ズ
保
護
観
察
サ
ー
ビ
ス
に
お

け
る
同
割
合
は
一
八
％
で
、
異
動
ま
で
の
長
さ
も
問
題
と
な
っ
て

い
る
。
同
じ
く
、
同
地
区
の
下
級
裁
判
所
で
は
九
％
、
ウ
ェ
ス

ト
・
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ズ
王
立
検
察
サ
ー
ビ
ス
（
Ｃ
Ｐ
Ｓ
）
で
は
一

八
・
九
％
、
弁
護
士
で
は
一
六
・
三
％
と
な
っ
て
い
る
。

教
師
は
生
徒
に
対
す
る
重
要
な
役
割
モ
デ
ル
で
あ
る
。
エ
ス
ニ

ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
教
師
の
過
少
割
合
は
重
要
な
課
題
で
あ
る

が
、
特
定
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
教
育
達
成
度
や
成
績

の
低
さ
の
問
題
、
お
よ
び
中
退
者
問
題
が
存
在
す
る
限
り
、
こ
の

問
題
は
改
善
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
○
○
一
年
一
月
現
在

の
同
教
師
の
割
合
は
七
・
七
％
、
校
長
は
二
・
九
％
、
教
頭
は

三
・
一
％
、
お
よ
び
管
理
職
は
五
・
九
％
で
あ
る
。
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
職
員
は
、
市
教
育
部
全
体
で
わ
ず
か
一
四
・

｜
％
だ
が
、
こ
の
数
値
は
問
題
解
決
の
実
効
性
を
上
げ
る
割
合
と

は
言
い
難
い
。
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
系
の
教
師
は
わ
ず
か
○
・
一

六
％
、
パ
キ
ス
タ
ン
系
は
一
・
一
三
％
、
ア
フ
リ
カ
系
・
カ
リ
ブ

系
は
了
九
八
％
、
イ
ン
ド
系
は
二
・
○
六
％
で
あ
る
（
同
生
徒

２
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
教
師
の
過
少
割
合

トラスト 日付
職員割合（％）

・白人 マイノリテイ

グッド・ホープ病院 1999年12月 ９１．２ 8.8 

バーミンガム専門家コミュニティ保健ト

ラスト

2000年６月 6９ 1５ 

バーミンガム子ども病院ＮＨＳトラスト 2000年９月 6５ 1５ 

南バーミンガム精神保健トラスト 2000年12月 8１ １４．５ 

バーミンガム・ハート・ランド＆ソリフ

ル・トラスト

2000年12月 68.5 １５．４ 

市立病院ＮＨＳトラスト 2001年１月 63.5 35.2 
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る
。 司
法
サ
ー
ビ
ス
か
ら
の
文
書
資
料
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
職
員
の
下
級
ポ
ス
ト
へ
の
集
中
と
、
彼
ら
が
他
の
職
員
と

同
様
の
速
さ
で
は
昇
進
し
て
い
な
い
事
実
を
報
告
し
て
き
た
。
警

察
に
関
し
て
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
警
官
の
多
く

は
巡
査
（
八
六
％
）
で
あ
る
。
事
務
職
に
関
し
て
は
、
上
級
職
員

は
一
○
名
、
主
任
は
一
○
名
で
あ
る
が
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
職
員
の
六
六
％
は
一
’
六
級
の
ポ
ス
ト
で
雇
用
さ
れ
て
い

る
。
市
役
所
か
ら
の
報
告
に
よ
る
と
、
一
九
九
八
年
度
に
Ｐ
Ｏ
１

か
ら
主
任
／
Ｊ
Ｎ
Ｃ
へ
の
昇
級
に
お
い
て
わ
ず
か
な
改
善
二

五
・
七
％
か
ら
一
六
・
五
％
へ
）
が
み
ら
れ
た
が
、
多
く
は
Ｓ
Ｃ

１
か
ら
Ｓ
Ｃ
五
’
六
と
い
う
低
い
ポ
ス
ト
（
四
○
％
）
で
あ
る
。

一
九
九
九
年
度
の
同
職
員
の
う
ち
三
六
％
は
肉
体
労
働
者
で
あ

の
割
合
は
三
・
四
％
、
一
六
・
四
％
、
六
・
四
％
、
六
・
七
％
）
。
こ

れ
に
対
し
て
白
人
教
師
の
割
合
は
八
九
・
一
八
％
で
あ
る
。
エ
ス

ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
学
校
理
事
の
過
少
割
合
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
彼
ら
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
調
べ
る
効
果
的
な
モ
ニ
タ
ー
制
度

も
存
在
し
て
い
な
い
た
め
、
「
分
か
ら
な
い
（
六
五
・
一
五
％
）
」

と
い
う
回
答
が
多
か
っ
た
。

当
委
員
会
と
、
市
役
所
の
「
黒
人
労
働
者
集
団
」
お
よ
び
エ
ス

３
低
い
ポ
ス
ト
へ
の
集
中

表１２バーミンガム市役所におけるエスニック・マイノリティ職員の等級

： 窪
Source:BirminjEhamCilyCounciI 

部落解放研究Ｎ01512008.4

PersonnelService 

等級 B＆Ｍ職員合計

1998～1999年

職員合計

1998～1999年

B＆Ｍ職員合計

1999～2000年

職員合計

1999～2000年

人数 ％ 人数 人数 ％ 人数

CO/JＮＣ ５ 8.1 6２ ５ 8２ 6１ 

ＰＯ９－ｌＯ ５ 9.3 5４ ９ 13.8 6５ 

ＰＯ７－８ 1４ 7.4 190 1８ 8３ 218 

ＰＯ４－６ 9７ 11.8 825 124 14.0 885 

PO1-3 287 16.8 1706 351 1９ 1843 

SO1-2 619 23.1 2674 687 24.9 2757 

SC5-6 １０３４ 28.5 3622 1155 28.8 4010 

SC3-4 1098 202 5446 1237 ２１．１ 5861 

SC1-2 1722 2８６４ 6067 1368 ２１．４ 6382 

ＭＡＮｌ－３ 1502 １４ 10,719 2233 17.1 13,088 

ＭＡＮ4６ 1427 20.8 6847 1176 25.1 4687 

用務員 １ 2.7 3７ 3３ 

教師 700 7５ 9282 715 7.7 9303 

JNC/Y＆Ｃ 228 38.9 586 280 44.8 625 

埋葬人 ９ 9.6 9４ 1１ 115 

図書館員 ９ 22.5 4０ ９ 21.4 4２ 

合計 8757 18.1 48,251 9378 18.8 49.975 
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ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
職
員
の
代
表
者
と
の
協
議
の

結
果
、
「
Ｏ
Ｂ
と
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
者
の
キ
ャ
リ
ア
進
展
の
機
会
は
提

供
さ
れ
て
い
る
が
、
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
そ
の
機
会
を
持
た
な
い
事
実
が

判
明
し
た
。
「
多
く
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の

上
級
職
員
は
平
等
政
策
の
職
員
と
し
て
雇
用
さ
れ
て
い

る
た
め
、
主
流
の
ポ
ス
ト
で
昇
進
す
る
機
会
が
制
限
さ

れ
て
い
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
平
等
政
策
の

仕
事
は
、
一
般
的
に
「
組
織
上
、
重
要
な
仕
事
で
は
な

い
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。

第
二
希
望
契
約
（
の
①
８
己
曰
の
ｇ
の
問
題
も
挙
げ
ら
れ

て
い
た
。
第
二
希
望
契
約
に
お
い
て
は
、
希
望
職
種
獲

得
の
機
会
を
得
る
た
め
に
、
職
員
は
現
在
の
仕
事
を
辞

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
黒
人
労
働
者
集
団
」
は
、

「
黒
人
職
員
の
た
め
の
キ
ャ
リ
ア
昇
進
訓
練
コ
ー
ス
が
提

供
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訓
練
終
了
者
の
活

用
と
登
用
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
し
て
い
な
い
た
め
、
黒

人
職
員
の
昇
進
は
増
え
ず
、
昇
進
の
速
度
も
早
ま
っ
て

い
な
い
」
事
実
を
報
告
し
て
き
た
。
ま
た
職
業
訓
練
や

能
力
開
発
に
多
額
の
資
金
を
費
や
し
た
挙
げ
句
、
訓
練

後
に
辞
め
て
い
く
ケ
ー
ス
が
多
い
た
め
、
今
後
の
課
題

表１３市役所職員のエスニシティ割合

Source:BirminghamCityCouncilPersonnelServices 

表１４年間改善目標

Source:BirminRhamCitvCounciICenlraIPersoImelServices 

エスニシティ 総労働者比 人口比

1998~99年 ％ 1999～0０ ％ 

F1人 39,098 818 39,696 794 78.5 

アフリカ系・カリプ系黒人 4,104 8.5 4.233 8.5 5.0 

バングラデシュ系 124 0.3 １４０ 0３ １３ 

インド系 1,598 3.3 1.702 5.3 

パキスタン系 871 1.8 997 2.0 6.9 

ブラック・アジア系 650 1.3 769 1.5 Ｎ/Ａ 

中国系 5JＩ 0.1 5２ 0.1 0.3 

その他 1,356 28％ 1４８５ ３０％ 2.7％ 

明かされなかったもの 396 0.8％ 901 L8％ Ｎ/Ａ 

合計 48.251 100％ 49.975 100％ 

エスニックグループ 国勢調査（％）

1991年

労働力（％）

2000年３月31日

差異

(％） 

年間改善目標

(2001～2002年）％

バングラデッシュ系 L３ －１ 1３ 

アフリカ系黒人 ０．３ 

カリブ系黒人 4.7 8.5 ＋3.5 8.5 

中国系 ０．３ 0.1 －０２ ｑ３ 

インド系 －１９ 5.3 

その他 2.7 4.5 ＋Ｌ８ 4５ 

パキスタン系 6.9 ２ －４．９ 6.9 
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こ
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
ア
フ
リ
カ
系
・
カ
リ
ブ
系
女
性
に
関

す
る
個
別
的
の
み
な
ら
ず
訓
練
上
の
人
種
差
別
の
割
合
の
多
さ
が

憂
慮
さ
れ
た
。
市
役
所
か
ら
の
提
出
資
料
に
よ
る
と
、
’
九
九
九

年
の
九
月
か
ら
二
月
に
実
施
さ
れ
た
訓
練
の
う
ち
、
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
職
員
を
含
む
訓
練
は
二
八
・
一
％
を
占
め

は
、
魅
力
あ
る
仕
事
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
黒
人
労
働
者
集
団
」
は
、
上
級
ポ
ス
ト
に
お
け
る
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
過
少
割
合
の
改
善
と
キ
ャ
リ
ア
昇
進
の
推

進
の
た
め
に
、
以
下
の
提
案
を
行
っ
て
い
る
。

・
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
措
置

・
明
確
で
一
貫
性
の
あ
る
キ
ャ
リ
ア
等
級
基
準
の
策
定
と
公
表

・
長
期
的
視
野
に
立
っ
た
キ
ャ
リ
ア
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
設
と
実
施

・
効
果
的
モ
ニ
タ
ー
の
実
施

・
臨
時
雇
用
ス
タ
ッ
フ
の
使
用
に
関
す
る
厳
正
な
モ
ニ
タ
ー

６
五
、
六
級
お
よ
び
そ
れ
以
下
の
等
級
に
対
す
る
開
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
、

も
し
く
は
全
等
級
を
含
む
現
在
の
コ
ー
ス
、
訓
練
の
拡
充

・
訓
練
機
会
の
利
用
可
能
性
お
よ
び
相
談
窓
口
の
周
知

・
人
種
平
等
に
関
す
る
年
間
戦
略
を
作
成
す
る
責
任
者
の
任
命

・
人
種
的
に
多
様
な
職
員
構
成
に
基
づ
く
効
果
的
運
営
に
関
す
る
、

管
理
者
訓
練
の
実
施

４
職
員
待
遇
お
よ
び
離
職

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
人
口
約
二
五
万
の
う
ち
約
一
二

万
人
は
英
語
力
に
乏
し
い
。
し
か
し
、
通
訳
・
翻
訳
の
財
源
は
年

間
わ
ず
か
一
一
一
七
・
三
万
ポ
ン
ド
で
あ
る
。
貧
困
な
通
訳
サ
ー
ビ
ス

た
。
ま
た
、
寄
せ
ら
れ
た
苦
情
の
四
二
・
八
％
、
い
や
が
ら
せ
の

事
例
の
七
五
％
以
上
は
エ
ス
ー
ー
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
職
員
か
ら

の
も
の
で
あ
っ
た
。
市
役
所
の
「
黒
人
労
働
者
集
団
」
の
メ
ン
バ

ー
は
、
「
こ
れ
ら
の
問
題
解
決
は
、
主
要
部
課
長
や
政
治
リ
ー
ダ

ー
の
真
剣
で
明
確
な
取
り
組
み
態
度
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
述
べ

た
。
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は
、
固
有
の
不
平
等
と
差
別
を

自
認
す
る
も
の
で
あ
り
、
暫
定
的
措
置
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
「
黒
人
労
働
者
集
団
」
の
意
見
を
支
持
す
る
。
厳
正
な
モ
ニ

タ
ー
と
評
価
を
伴
わ
な
け
れ
ば
改
善
度
を
測
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。
斬
新
で
か
つ
十
分
な
資
源
を
伴
っ
た
方
策
が
必
要
な
た
め
、

「
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
・
ア
カ
デ
ミ
ー
・
エ
ク
セ
レ
ン
ス
」
を
設
立
し

て
上
級
ポ
ス
ト
獲
得
の
た
め
の
訓
練
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、

第
一
級
の
技
能
を
持
つ
有
能
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
管
理
職
を
生
み

出
す
よ
う
提
言
す
る
。

１
公
正
、
平
等
お
よ
び
多
様
性

６
章
利
用
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

部落解放研究 Nol51 2003.4 
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問
題
改
善
の
た
め
に
以
下
の
提
案
を
行
う
。

・
Ｃ
Ｒ
Ｅ
に
よ
る
「
人
種
関
係
住
宅
慣
行
規
定
」
、
お
よ
び
「
全
国

住
宅
協
会
の
平
等
規
定
」
に
即
し
た
文
書
化
さ
れ
た
人
種
平
等

ゆ
え
、
患
者
の
病
状
の
理
解
に
確
信
の
持
て
な
い
親
族
に
通
訳
代

わ
り
を
頼
む
結
果
を
招
い
て
い
る
。
「
社
会
サ
ー
ビ
ス
局
」
か
ら

の
報
告
は
、
養
子
縁
組
を
待
っ
て
い
る
子
ど
も
の
四
八
％
は
二
つ

の
文
化
的
背
景
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら
の
ニ
ー
ズ

は
満
た
さ
れ
て
い
な
い
事
実
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
高

齢
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
は
未
だ
に
一
九
九
○
年
代
初
期
と

同
じ
方
法
で
行
わ
れ
て
い
る
事
実
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。

住
宅
に
関
し
て
は
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
過

密
世
帯
、
基
本
的
設
備
（
セ
ン
ト
ラ
ル
・
ヒ
ー
テ
ィ
ン
グ
、
ト
イ
レ

な
ど
）
の
不
備
な
ど
が
主
要
な
課
題
で
あ
る
。
郊
外
の
住
宅
に
対

す
る
選
択
肢
と
ア
ク
セ
ス
が
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
は

制
限
さ
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
は
、
文
化
的
要
因
、
居
住
形
態
、

人
種
的
い
や
が
ら
せ
に
対
す
る
不
安
、
お
よ
び
需
要
と
供
給
の
ア

ン
バ
ラ
ン
ス
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
大
家
に
よ
る
差
別
、

担
保
物
権
が
な
い
こ
と
、
住
居
基
準
、
高
い
賃
貸
な
ど
の
問
題
に

よ
り
、
民
間
住
宅
へ
の
ア
ク
セ
ス
も
制
限
さ
れ
て
い
る
。
社
会
住

宅
家
主
登
録
協
会
委
員
会
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
過
少
割

合
、
黒
人
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
欠
如
、
お
よ
び
借
家
人
協
議
会
に

お
け
る
言
葉
と
文
化
の
壁
も
存
在
し
て
い
る
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
お
り
、

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
利
益
を
代
表
す
る
た
め
に
、

彼
ら
を
議
員
に
選
出
す
べ
き
だ
と
提
案
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

政
治
過
程
に
参
加
す
る
数
が
増
え
れ
ば
、
彼
ら
を
完
全
な
市
民
と

政
府
調
達
と
は
、
広
義
に
は
、
公
的
機
関
を
代
表
す
る
サ
ー
ビ

ス
提
供
者
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
契
約
・
購
入
の
プ
ロ
セ
ス
に
対
し
て

使
用
さ
れ
る
用
語
で
あ
る
。
調
達
に
際
し
て
平
等
や
多
様
性
を
実

践
し
て
い
な
い
機
関
に
関
す
る
問
題
や
、
住
宅
改
修
助
成
金
に
対

す
る
市
役
所
の
手
続
き
の
問
題
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
た
。

政
策
に
基
づ
い
て
、
住
宅
政
策
を
実
施
す
る
こ
と
。

・
住
宅
管
理
の
全
職
員
は
、
適
切
な
情
報
を
提
供
で
き
る
よ
う
訓
練

を
受
け
る
こ
と
。

・
職
員
構
成
割
合
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
割
合
に
一

致
さ
せ
る
こ
と
。
ま
た
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
住
宅

部
に
お
け
る
雇
用
機
会
を
他
の
人
々
と
同
様
の
条
件
で
競
え
る

よ
う
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
採
用
す
る
こ
と
。

１
政
治
代
表

２
政
府
調
達

７
章
政
治
代
表
と
政
治
参
加
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表１５バーミンガム市役所一各エスニシテイの市議会議員の構成（2001年１月】

Source:BirmingbamCityCouncil 

し
て
統
合
し
て
い
く
一
助
に
な
る

と
考
え
て
い
る
。

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

議
員
を
増
や
す
活
動
を
阻
む
政
策

が
実
施
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
二

○
○
○
年
五
月
の
選
挙
ま
で
に
、

同
市
会
議
員
数
は
約
三
○
人
ま
で

増
加
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
主
要

政
党
に
お
け
る
同
候
補
者
の
過
少

割
合
ゆ
え
に
、
特
定
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
が
無
所
属
に
投
票
す
る
結
果
に

な
っ
た
。
同
候
補
者
を
確
定
議
席

に
据
え
る
た
め
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・

ア
ク
シ
ョ
ン
の
実
施
、
一
九
九
七

年
の
総
選
挙
で
下
院
の
女
性
議
員

を
増
や
し
た
方
策
の
採
用
、
お
よ

び
議
員
に
関
す
る
モ
ニ
タ
ー
の
実

施
な
ど
が
必
要
で
あ
る
。

「
黒
人
投
票
活
動
」
は
、
特
定

の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ

２
政
治
参
加

ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
、
と
り
わ
け
若
者
に
お
け
る
選
挙

人
名
簿
登
録
の
低
さ
と
い
う
問
題
を
提
起
し
て
い
る
が
、
こ
の
解

決
に
は
若
者
の
能
力
育
成
が
必
要
で
あ
る
。
「
若
者
議
会
」
は
、

若
者
が
政
治
参
加
を
希
望
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
国
会
議
員

に
お
け
る
メ
ン
タ
リ
ン
グ
と
シ
ャ
ド
ー
イ
ン
グ
（
私
設
顧
問
制
度
）

は
効
果
を
あ
げ
て
い
る
た
め
、
地
方
議
員
も
も
っ
と
政
治
過
程
に

お
け
る
若
者
の
メ
ン
タ
リ
ン
グ
に
関
わ
る
よ
う
提
案
す
る
。
バ
ー

ミ
ン
ガ
ム
市
議
会
は
二
○
○
○
年
の
選
挙
で
、
選
挙
過
程
へ
の
ア

ク
セ
ス
改
善
お
よ
び
高
い
投
票
率
獲
得
の
た
め
に
、
全
家
庭
へ
の

チ
ラ
シ
の
配
布
、
障
害
者
に
対
す
る
よ
り
良
い
投
票
所
へ
の
ア
ク

セ
ス
の
確
立
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル

ヘ
の
投
票
所
の
設
置
な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
同
市
議
会
は
、

’
九
九
○
年
か
ら
の
「
年
次
投
票
勧
誘
活
動
」
を
は
じ
め
、
投
票

過
程
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
登
録
お
よ
び
ア
ク
セ
ス
の
効
率
化
の

た
め
に
、
二
○
○
一
年
二
月
に
は
「
登
録
誘
導
制
度
」
を
導
入
し

て
、
二
四
時
間
体
制
の
登
録
制
度
を
創
設
し
た
。

多
数
の
民
族
、
宗
教
お
よ
び
文
化
的
集
団
が
一
堂
に
会
す
る
協

１
現
行
の
協
議
（
８
コ
の
仁
一
３
片
一
ロ
コ
）
の
適
切
さ

８
章
黒
人
お
よ
び
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
協
議

部落解放研究 Nol51200a4 
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地
域
包
含
地
域
行
動
（
Ｌ
Ｉ
Ｌ
Ａ
）
や
単
一
再
開
発
予
算
（
Ｓ

Ｒ
Ｂ
）
委
員
会
な
ど
の
、
分
権
化
さ
れ
た
政
策
決
定
組
織
は
、
エ

ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
を
完
全
に
包
摂
す
る
た

め
に
運
営
理
事
会
制
度
の
失
敗
を
改
善
す
る
様
々
な
提
案
を
行
っ

て
い
る
。
Ｌ
Ｉ
Ｌ
Ａ
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
構
成
単
位
で
あ
る
区
に

焦
点
を
定
め
て
い
る
が
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
豊

か
さ
を
適
切
に
評
価
し
て
い
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、

財
政
援
助
を
含
ん
だ
支
援
を
伴
う
擁
護
モ
デ
ル
や
協
議
モ
デ
ル
を

提
案
す
る
が
、
こ
れ
に
は
各
組
織
の
調
整
が
不
可
欠
と
な
る
。

議
方
法
は
、
協
調
で
は
な
く
競
争
の
原
理
を
生
み
出
し
、
「
失
敗
」

で
あ
っ
た
。
市
は
、
こ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
を
従
属
の
立
場
に
置
い

て
市
の
既
得
権
益
を
保
持
し
て
き
た
が
、
こ
の
方
法
は
社
会
的
排

除
を
強
化
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
特
定
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
正
当
な

行
動
を
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
多
様
性
を
無
視
し
、
多
様
化
す
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の

考
え
を
把
握
で
き
な
い
の
で
、
今
後
は
人
口
動
態
を
考
慮
し
た
参

加
型
の
協
議
方
法
を
開
発
す
べ
き
で
あ
る
。
単
一
の
組
織
や
制
度

が
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
協
議

に
関
す
る
主
要
な
手
段
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

２
政
策
決
定
過
程
に
お
け
る
過
少
割
合

て
い
た
◎
第
一
に
、
企
業
基
金
戦
略
の
不
在
、
つ
ま
り
基
金
割
当

て
に
関
す
る
決
定
が
市
の
優
先
順
位
に
基
づ
て
い
な
い
事
実
、
申

請
方
法
が
広
範
に
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
事
実
、
ポ
ラ
ン
タ
リ
ー
部

門
へ
の
基
金
に
関
す
る
モ
ニ
タ
ー
方
法
お
よ
び
助
成
金
継
続
の
決

定
に
関
す
る
協
議
会
の
根
拠
の
不
明
確
さ
。
第
二
に
、
業
績
に
基

づ
い
た
助
成
金
割
当
て
ゆ
え
、
長
期
間
契
約
し
て
い
る
ポ
ラ
ン
タ

リ
ー
組
織
が
有
利
で
あ
る
事
実
。
第
三
に
、
「
安
全
な
」
慣
例
に

逆
ら
わ
な
い
組
織
に
財
政
支
援
を
行
っ
て
い
る
事
実
。

内
務
省
の
『
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー

部
門
の
強
化
レ
ポ
ー
ト
』
は
、
「
黒
人
ポ
ラ
ン
タ
リ
ー
部
門
組
織

自
分
た
ち
の
意
見
に
耳
を
傾
け
て
も
ら
え
る
と
考
え
る
時
、

人
々
は
協
議
に
関
わ
る
。
あ
る
集
団
は
「
正
直
な
批
判
や
意
見
は
、

助
成
金
を
危
う
く
す
る
」
と
考
え
て
い
る
。
「
協
議
へ
の
ア
プ
ロ

ー
チ
、
協
議
内
容
お
よ
び
時
期
に
つ
い
て
は
各
機
関
が
独
断
で
決

め
る
う
え
、
排
除
機
能
を
果
た
す
『
専
門
用
語
』
や
『
業
界
用
語
』

で
協
議
が
行
わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
」
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
集
団
の

多
く
は
述
べ
て
い
た
。

市
の
契
約
お
よ
び
助
成
金
に
関
し
、
以
下
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ

３
傾
聴
と
行
動

９
章
黒
人
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
部
門
へ
の
助
成
と
支
援
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と
は
、
主
に
あ
る
い
は
全
て
黒
人
ま
た
は
他
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
に
よ
っ
て
指
導
運
営
さ
れ
、
主
と
し
て
マ
イ
ノ
リ
テ

ィ
の
た
め
に
尽
力
し
て
い
る
（
の
囚
く
の
）
組
織
」
と
定
義
し
て
い

る
。
二
○
○
○
年
度
に
は
約
三
八
○
○
万
ポ
ン
ド
の
助
成
金
が
交

付
さ
れ
て
い
る
。
市
の
主
要
な
基
金
、
宝
く
じ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地

域
開
発
基
金
（
Ｅ
Ｒ
Ｄ
Ｆ
）
、
単
一
再
開
発
予
算
（
Ｓ
Ｒ
Ｂ
）
、
お

よ
び
Ｌ
Ｉ
Ｌ
Ａ
（
地
域
包
含
地
域
活
動
）
の
資
金
を
合
わ
せ
た
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
市
議
会
は
二
一
三
○
万
ポ
ン
ド
を
拠
出

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
助
成
金
の
情
報
を
ど
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
組

み
込
ん
で
お
ら
ず
、
定
義
さ
え
一
定
し
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
市

の
各
部
も
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
に
基
づ
い
て
定
義
す
る
た
め
、
広
範

な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
一
一
六
％
（
一
一
一
三

○
万
ポ
ン
ド
の
う
ち
へ
五
四
三
万
四
三
五
九
ポ
ン
ド
）
が
黒
人
組
織

に
交
付
さ
れ
て
い
る
。
「
黒
人
ポ
ラ
ン
タ
リ
ー
部
門
と
他
の
ポ
ラ

ン
タ
リ
ー
部
門
間
の
ニ
ー
ズ
に
は
相
違
が
あ
る
た
め
、
支
援
方
法

に
そ
の
相
違
を
取
り
こ
む
べ
き
だ
」
と
集
団
の
多
く
は
論
じ
て
い

る
。
内
務
省
の
『
黒
人
お
よ
び
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・

ポ
ラ
ン
タ
リ
ー
部
門
の
強
化
』
報
告
書
も
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
へ
の

支
援
、
助
成
金
の
新
た
な
獲
得
を
可
能
に
す
る
能
力
形
成
、
一
対

一
の
相
談
、
電
話
相
談
窓
口
、
メ
ン
タ
リ
ン
グ
、
財
政
管
理
と
組

織
の
開
発
な
ど
の
支
援
の
必
要
性
を
挙
げ
て
い
る
。
黒
人
ポ
ラ
ン

タ
リ
ー
部
門
が
政
策
お
よ
び
政
策
実
施
に
影
響
を
与
え
る
た
め
の

役
割
、
過
少
割
合
な
ど
の
差
別
を
受
け
て
い
る
グ
ル
ー
プ
に
対
す

る
擁
護
者
と
し
て
の
役
割
、
多
様
性
に
対
応
し
た
発
展
の
促
進
、

訓
練
お
よ
び
教
育
へ
の
貢
献
な
ど
を
担
い
な
が
ら
、
彼
ら
自
身
が

選
択
し
た
方
法
と
方
向
に
発
展
で
き
る
よ
う
後
押
し
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
当
委
員
会
に
提
起
さ
れ
た
問
題
の
解
決
方
法
と
し
て
、

以
下
の
内
容
が
含
ま
れ
て
い
た
。

・
助
成
金
割
当
て
に
関
し
、
適
正
で
か
つ
多
様
な
ニ
ー
ズ
と
機
能
に

対
す
る
配
慮
。

・
他
の
支
援
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
の
認
知
Ｉ
訓
練
、
管
理
時
間
、
行
政

支
援
お
よ
び
施
設
整
備
な
ど
。

・
特
定
の
地
域
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
す
る
助
成
金
お
よ
び
目
的
に

関
す
る
、
詳
細
な
情
報
と
分
析
の
必
要
性
。

・
黒
人
ポ
ラ
ン
タ
リ
ー
組
織
を
維
持
す
る
戦
略
、
お
よ
び
他
の
助
成

金
獲
得
た
め
の
支
援
。

・
各
地
域
の
小
グ
ル
ー
プ
や
草
の
根
グ
ル
ー
プ
を
支
援
す
る
Ｌ
Ｉ
Ｌ

Ａ
基
金
の
、
よ
り
柔
軟
な
活
用
。

・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
が
、
新
機
会
基
金
（
Ｎ
Ｏ

Ｆ
）
な
ど
の
助
成
金
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
た
め
の
支
援
。

・
宗
教
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
宗
教
団
体
の
役
割
に
対
す
る
助
成
。

・
黒
人
ポ
ラ
ン
タ
リ
ー
部
門
に
関
す
る
明
確
で
一
貫
し
た
定
義
の
採

用
。

部落解放研究 N０１５１２００８．４ 



９０ 

内
務
省
の
全
国
的
統
計
に
よ
る
と
、
黒
人
受
刑
者
の
差
し
戻
し

の
数
は
、
白
人
受
刑
者
の
そ
れ
よ
り
多
い
と
い
う
。
刑
務
所
内
の

黒
人
の
四
九
％
、
ア
ジ
ア
系
の
一
一
一
三
％
、
白
人
の
二
四
％
は
強
盗

も
し
く
は
麻
薬
取
り
締
ま
り
違
反
の
判
決
を
受
け
て
い
る
が
、
黒

人
は
特
に
長
期
の
拘
禁
刑
を
う
け
る
傾
向
に
あ
る
。
若
者
に
関
し

て
は
、
白
人
の
受
刑
者
の
七
四
％
、
ア
ジ
ア
系
の
八
○
％
、
黒
人

の
八
九
％
が
一
二
カ
月
以
上
の
刑
罰
を
受
け
て
い
る
。
二
○
○
○

年
五
月
に
王
立
保
護
観
察
検
査
官
Ｉ
Ｍ
Ｐ
）
が
実
施
し
た
「
保

護
観
察
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
人
種
平
等
に
関
す
る
調
査
』
に
よ
る

と
、
白
人
犯
罪
者
に
対
す
る
判
決
前
の
報
告
書
の
内
容
は
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
の
そ
れ
よ
り
質
が
高
い
事
実
、
カ
リ
ブ
系
黒
人
に
対
す
る

同
報
告
書
の
多
く
に
は
リ
ス
ク
管
理
に
関
し
て
言
及
さ
れ
て
い
な

い
事
実
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。

組
織
や
陪
審
団
が
一
七
年
間
に
わ
た
っ
て
拘
留
中
の
死
亡
に
つ

い
て
モ
ニ
タ
ー
し
、
一
九
九
六
年
に
陪
審
団
は
国
際
連
合
人
種
差

別
撤
廃
委
員
会
に
拘
留
中
に
死
亡
し
た
黒
人
の
割
合
に
つ
い
て
報

告
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
内
務
省
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
不
在
ゆ
え
、

訴
訟
準
備
段
階
に
お
い
て
検
死
官
が
必
要
な
文
書
の
発
行
を
拒
否

し
て
い
る
、
と
い
う
懸
念
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
拘
留
中
の
死
亡

扣
章
刑
事
司
法
制
度

事
件
に
巻
き
込
ま
れ
た
家
族
は
、
訴
訟
費
用
の
高
騰
と
い
う
問
題

に
直
面
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
人
種
主
義
的
犯
罪
捜
査
の
ず
さ
ん

さ
や
マ
ィ
ノ
リ
テ
ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
す
る
捜
査
に
お
け
る

差
別
、
不
可
視
的
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
問
題
認
識
の
欠
如
、

す
な
わ
ち
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
排
除
に
関
す
る
問

題
な
ど
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
不
均
衡
な

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
、
警
察
の
「
ス
ト
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
サ
ー

チ
」
の
尋
問
方
法
に
関
す
る
問
題
が
提
起
さ
れ
た
。
地
域
人
種
攻

撃
モ
ニ
タ
ー
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら
の
報
告
は
、
ウ
ェ
ス
ト
・
ミ

ッ
ド
ラ
ン
ズ
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
白
人
よ
り
六
倍
も
多
く
尋
問
さ

れ
て
い
る
事
実
を
述
べ
て
い
る
。
全
国
的
に
は
一
九
九
九
年
度
に

は
、
一
○
○
○
人
あ
た
り
ア
ジ
ア
系
二
六
人
、
白
人
一
六
人
に
対

し
、
黒
人
は
八
一
人
が
尋
問
を
受
け
て
い
る
。
逮
捕
者
は
、
一
○

○
○
人
あ
た
り
ア
ジ
ア
系
三
七
人
、
白
人
二
六
人
に
対
し
、
黒
人

は
一
一
三
人
で
あ
っ
た
。
ウ
ェ
ス
ト
・
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ズ
で
は
、
一

○
○
○
人
あ
た
り
白
人
は
六
人
、
黒
人
は
四
四
人
、
ア
ジ
ア
系
は

二
一
人
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
統
計
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
組
織

差
別
に
よ
り
犯
罪
者
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
て
い
る
事
実
を
示
唆
し

て
い
る
。

王
立
巡
査
検
査
官
に
よ
る
二
○
○
一
年
一
月
発
行
の
全
国
報
告

書
は
、
ウ
ェ
ス
ト
・
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ズ
警
察
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
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会
も
支
持
す
る
。

地
域
の
ニ
ー
ズ
に
見
合
っ
た
柔
軟
な
治
安
維
持
の
方
法
を
構
築

し
、
見
直
し
や
評
価
シ
ス
テ
ム
で
補
完
し
た
確
固
た
る
わ
か
り
や

す
い
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
警
察
官
に
提
供
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
警

察
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
関
で
は
な
く
権
力
機
関
で
あ
る
」
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
を
抱
か
れ
て
い
る
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
刑
事

司
法
制
度
に
対
す
る
理
解
と
信
頼
を
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ

ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
深
め
る
た
め
の
以
下
の
提
案
を
、
当
委
員

つ
に
お
い
て
良
好
で
あ
っ
た
事
実
、
全

て
い
る
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
。
警
壷

と
り
わ
け
過
去
に
と
ら
れ
た
「
カ
ラ
ー

方
の
誤
り
を
認
め
た
。
現
在
ウ
ェ
ス
ト

の
治
安
維
持
お
よ
び
人
種
関
係
に
関
す
る
一
○
の
措
置
の
う
ち
八

つ
に
お
い
て
良
好
で
あ
っ
た
事
実
、
全
国
で
最
高
得
点
を
獲
得
し

て
い
る
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
。
警
察
の
資
料
は
過
去
の
過
ち
、

．
「
警
察
苦
情
機
関
」
を
、
第
三
者
の
独
立
機
関
と
す
る
。

・
警
察
の
研
修
お
よ
び
人
種
問
題
に
対
す
る
警
察
の
意
識
啓
発
に
際

し
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
主
導
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
集

団
を
採
り
入
れ
る
こ
と
。

・
モ
ニ
タ
ー
や
目
標
設
定
を
通
し
て
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ

ィ
の
上
級
警
察
官
を
増
員
す
る
こ
と
。

・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
ス
ト
ッ
プ
．
ア
ン
ド
・
サ
ー
チ
の
行
き

過
ぎ
た
実
施
の
改
善
の
た
め
に
、
適
切
な
モ
ニ
タ
ー
を
行
う
こ

と
。

・
ブ
ラ
イ
ン
ド
」
の
や
航

ミ
ッ
ド
ラ
ン
ズ
警
察
は

の
や
り

ｌ
や
Ｐ
Ｐ
ｂ
吟
」
、

「
黒
人
労
働
者
集
団
」
メ
ン
バ
ー
は
組
織
差
別
と
人
種
差
別
へ

の
懸
念
を
共
有
し
て
い
た
。
白
人
の
上
級
管
理
職
は
、
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
職
員
の
経
験
を
厄
介
な
問
題
と
考
え
、
ほ
と

ん
ど
理
解
も
同
情
も
示
さ
な
い
と
い
う
。
事
案
モ
ニ
タ
ー
の
不
在
、

調
査
に
対
す
る
市
役
所
の
能
力
欠
如
、
直
属
の
管
理
職
に
よ
る
嫌

が
ら
せ
に
対
す
る
報
告
の
難
し
さ
、
手
続
き
が
苦
情
申
立
て
手
続

き
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
妨
げ
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
事
実
、
お
よ

び
上
訴
権
の
欠
落
な
ど
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
た
。
苦
情
処
理
と
懲

戒
に
関
す
る
遅
延
や
調
停
方
法
に
対
す
る
配
慮
の
必
要
性
な
ど
も

述
べ
ら
れ
た
。
改
善
へ
の
第
一
歩
は
、
市
役
所
が
組
織
差
別
の
存

在
を
認
め
、
政
策
や
サ
ー
ビ
ス
へ
の
影
響
を
検
証
し
、
申
立
て
を

扱
う
調
停
や
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
を
早
急
に
確
立
す
る
こ
と
で
あ

る
。
監
督
者
に
対
す
る
研
修
の
実
施
、
お
よ
び
人
種
差
別
に
対
す

る
苦
情
の
記
録
と
モ
ニ
タ
ー
、
さ
ら
に
は
統
計
の
見
直
し
が
不
可

欠
で
あ
る
。

１
職
場
に
お
け
る
人
種
差
別

Ⅳ
章
人
種
差
別
、
人
種
的
い
や
が
ら
せ
、
お
よ
び

人
種
主
義
的
事
件

部落解放研究 N01512003.4 
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コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
集
団
か
ら
の
提
出
資
料
は
、
レ
ジ
ャ
ー
・
セ
ン

タ
ー
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
で
の
い
や
が
ら
せ
、
学
校
に

お
け
る
人
種
的
い
や
が
ら
せ
が
い
じ
め
と
し
て
し
か
扱
わ
れ
な
い

な
ど
の
若
者
の
意
見
を
挙
げ
て
い
た
。
各
種
学
校
や
大
学
で
、
も

っ
と
オ
ー
プ
ン
に
人
種
主
義
と
そ
れ
に
対
す
る
若
者
の
役
割
に
つ

い
て
話
し
合
う
場
の
必
要
性
、
あ
ら
ゆ
る
教
育
制
度
と
「
国
家
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
」
に
統
合
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
人
種
主
義
に
対
す

る
意
識
啓
発
の
必
要
性
な
ど
が
述
べ
ら
れ
た
。

一
九
九
九
年
一
月
一
日
か
ら
一
二
月
三
一
日
の
間
に
、
全
体
で

一
五
六
件
の
人
種
的
い
や
が
ら
せ
事
案
が
住
宅
部
に
報
告
さ
れ
、

特
に
イ
ン
ナ
ー
シ
テ
ィ
と
郊
外
で
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。
被
害

者
の
多
く
は
パ
キ
ス
タ
ン
系
（
三
四
・
二
二
％
）
で
、
ア
リ
カ

ン
・
カ
リ
ブ
系
（
二
九
・
一
九
％
）
、
白
人
（
二
四
・
一
五
％
）
、

二
つ
の
民
族
的
背
景
を
も
つ
人
（
一
八
・
一
二
％
）
お
よ
び
イ
ン

ド
系
（
一
六
・
一
○
％
）
と
続
い
て
い
る
（
表
肥
は
省
略
）
。
逆
に
、

い
や
が
ら
せ
行
為
者
は
、
大
半
は
白
人
で
あ
る
（
六
六
・
四
二
％
）
。

多
く
の
被
害
者
が
二
種
類
以
上
の
危
害
を
受
け
、
言
葉
に
よ
る
罵

倒
や
脅
迫
が
主
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
行
為
者
が
特

定
さ
れ
被
害
者
自
身
が
そ
れ
を
認
め
た
場
合
、
住
宅
部
は
警
察
と

と
も
に
、
言
葉
に
よ
る
罵
倒
に
関
し
て
調
停
や
文
書
に
よ
る
対
応

２
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
お
け
る
人
種
的
い
や
が
ら
せ

マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
調
査
報
告
書
は
、

「
人
種
主
義
的
事
件
と
は
、
犠
牲
者
や

他
の
者
が
、
人
種
主
義
的
で
あ
る
と

考
え
る
す
べ
て
の
事
件
」
と
定
義
し

て
い
る
。
最
近
の
調
査
で
は
、
可
視

的
な
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

が
集
住
し
て
い
る
ウ
ェ
ス
ト
・
ミ
ッ

ド
ラ
ン
ズ
に
お
い
て
、
人
種
主
義
的

犯
罪
は
二
○
○
件
中
一
件
で
、
危
険

性
が
最
も
少
な
い
地
域
の
一
つ
と
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
地
域
組
織
か
ら

の
提
出
資
料
は
、
特
別
の
「
注
意
」

を
喚
起
す
る
肉
体
的
暴
力
事
件
二

九
九
九
年
か
ら
二
○
○
○
年
に
か
け
て
約

二
倍
）
な
ど
の
人
種
主
義
的
事
件
の

増
加
に
つ
い
て
指
摘
し
て
き
た
。
一

九
九
八
年
度
か
ら
一
九
九
九
年
度
に

か
け
て
、
人
種
的
い
や
が
ら
せ
事
案

に
関
す
る
報
告
は
全
体
で
五
七
・

を
行
っ
た
。

３
人
種
主
義
的
事
件

表１７タイプ別人種的いやがらせ（1999年１２月）

Source:BirminghamCityCouncilHousingDepartment 

人種的ハラスメントの類型 事件数

言葉による罵倒／脅迫 117 

資産に対する危害 5７ 

身体に対する襲撃 3４ 

人種主義的藩響き 2３ 

攻撃的なもの １８ 
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五
％
増
加
し
、
宗
教
を
理
由
と
し
た
い
や
が
ら
せ
の
報
告
も
八

二
％
増
加
し
て
い
る
。
報
告
の
多
く
は
、
ア
フ
リ
カ
系
・
カ
リ
ブ

系
（
二
六
％
）
お
よ
び
ア
ジ
ア
系
（
二
五
％
）
か
ら
の
も
の
で
、

彼
等
は
家
庭
内
、
路
上
、
職
場
で
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
さ
れ
て
い
る
。

「
反
人
種
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
・
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
（
Ｂ
Ｒ
Ａ
Ｐ
Ｈ
と
以
外
は
、
加
害
者
に
対
す
る
予
防
的
戦
略

に
対
す
る
広
報
が
十
分
で
な
い
。

王
立
検
察
庁
か
ら
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
人
種
主
義
的
動
機
に
基

づ
く
犯
罪
の
増
加
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
’
九
九
八
年
か
ら
九
九

年
に
ウ
ェ
ス
ト
・
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ズ
に
お
け
る
事
件
は
八
六
件
、
次

年
度
は
一
三
七
件
へ
と
増
加
し
て
い
る
が
、
す
べ
て
が
報
告
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
集
団
に
よ
っ
て
は
、
言
葉
の
壁

に
よ
り
苦
情
を
申
立
て
な
い
こ
と
、
翻
訳
文
書
が
辞
書
に
依
存
し

て
い
る
た
め
必
ず
し
も
有
効
で
は
な
い
こ
と
、
事
件
の
捜
査
お
よ

び
起
訴
に
関
す
る
信
頼
の
欠
如
な
ど
が
強
調
さ
れ
て
い
た
地
域
の

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
機
関
か
ら
の
提
出
資
料
は
、
ほ
と
ん
ど
の
事

件
は
報
告
さ
れ
て
い
る
二
九
九
九
年
か
ら
二
○
○
○
年
に
は
七
四

三
件
中
六
三
九
件
）
と
述
べ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
警
察
へ
の
信
頼

を
意
味
す
る
と
共
に
、
他
の
報
告
セ
ン
タ
ー
を
知
ら
な
い
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
以
下
の
提
案
を
行
う
。

・
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
報
告
書
の
勧
告
に
あ
る
人
種
主
義
的
事
件
の
定

義
が
全
組
織
で
採
用
さ
れ
る
こ
と
。

当
委
員
会
が
絶
え
ず
立
ち
戻
る
べ
き
基
本
的
問
題
は
、
人
種
平

等
促
進
目
標
を
持
っ
た
強
力
な
り
１
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
必
要
性
に
関

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
批
判
の
多
く
は
、
極
め
て
多
様
な
人
口
ゆ

え
の
機
会
や
挑
戦
お
よ
び
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
べ
き
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
の
脆
弱
さ
に
、
原
因
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
各
組

織
・
機
関
か
ら
の
意
見
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
認
識
と
の
ず
れ
は
、

政
策
の
機
能
不
全
も
し
く
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
る
信
頼
の
欠
如

・
手
続
き
の
見
直
し
や
開
発
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
サ
ー
ビ
ス
利
用

者
と
の
協
議
で
な
さ
れ
る
こ
と
。

・
手
続
き
を
改
善
し
、
ア
ク
セ
ス
と
透
明
性
を
高
め
る
こ
と
。
人
種

主
義
的
事
件
の
報
告
を
奨
励
し
、
迅
速
な
処
理
シ
ス
テ
ム
を
構

築
す
る
こ
と
。

・
一
貫
し
た
手
続
き
の
維
持
の
た
め
に
、
管
理
の
質
に
関
す
る
基
準

を
す
べ
て
の
報
告
セ
ン
タ
ー
に
適
用
す
る
こ
と
。
警
察
を
含
む

各
組
織
で
使
用
で
き
る
よ
う
、
報
告
手
続
き
を
簡
素
・
標
準
化

す
る
こ
と
。

・
各
組
織
は
、
報
告
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
自
ら
の
役
割
を
見
直
す
こ

と
。

．
申
立
て
を
支
援
す
る
証
拠
収
集
技
術
に
配
慮
す
る
こ
と
。

咀
章
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
行
動

部落解放研究Ｎo1512008.4
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を
意
味
し
て
い
る
が
、
組
織
差
別
の
存
在
が
こ
れ
を
実
証
し
て
い

る
。
人
種
平
等
に
関
す
る
報
告
や
委
員
会
の
会
議
内
容
も
参
照
し

た
が
、
真
塾
な
配
慮
や
追
跡
調
査
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ゆ

え
に
、
以
下
の
提
案
を
述
べ
る
。

第
一
に
、
市
役
所
は
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
責
任
を
有
す
る
最
重

要
機
関
で
あ
る
が
、
商
工
会
議
所
、
イ
ギ
リ
ス
産
業
連
盟
お
よ
び

バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
・
フ
ォ
ー
ワ
ー
ド
の
役
割
も
同
じ
く
重
要
で
あ

る
。
さ
ら
に
は
地
方
の
メ
デ
ィ
ア
、
特
に
新
聞
は
問
題
に
関
し
て

公
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
へ
の
重
要
な
情
報
源
と
な
り
得
る
た
め
、

責
任
あ
る
積
極
的
方
法
で
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
こ
と
。

第
二
に
、
市
の
組
織
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
市
役
所
を
望
ま
し

い
人
種
平
等
の
開
発
や
促
進
を
主
導
す
る
機
関
と
み
な
し
て
お

り
、
二
○
○
○
年
地
方
政
府
法
も
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
関
し
て
規

定
し
て
い
る
。

第
三
に
、
リ
ー
ダ
ー
の
努
力
、
お
よ
び
平
等
政
策
の
計
画
と
実

施
の
必
要
性
。

最
後
に
、
現
在
は
、
不
利
益
か
ら
多
様
性
に
視
点
を
変
え
る
適

切
な
時
期
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
不
利
益
か
ら
の
議
論
は
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
問
題
化
し
否
定
的
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

化
を
強
調
す
る
結
果
を
導
く
が
、
多
様
性
か
ら
の
視
点
は
創
造
的

で
活
気
溢
れ
る
都
市
へ
の
移
行
と
構
築
へ
の
強
力
な
条
件
と
な
り

得
る
。

当
委
員
会
に
対
す
る
意
見
の
中
に
、
改
善
に
向
け
た
二
つ
の
重

要
な
条
件
が
見
出
せ
た
。
第
一
に
、
組
織
差
別
の
存
在
を
認
め
る

こ
と
。
も
し
こ
の
問
題
が
認
識
さ
れ
れ
ば
率
直
に
議
論
さ
れ
、
行

動
が
と
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
人
種
主
義
に
積
極
的
に
対

処
し
て
文
化
的
多
様
性
を
促
進
す
る
、
最
高
責
任
者
と
し
て
の
リ

ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
必
要
性
。
つ
ま
り
、
共
感
、
批
判
に
対
す
る
開

放
性
、
賢
明
な
新
施
策
を
試
み
る
努
力
、
熱
意
、
改
善
に
対
す
る

独
自
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
明
確
に
す
る
組
織
の
能
力
、
挑
戦
し
自
ら
に

迎
合
し
な
い
他
者
の
意
見
を
具
体
化
す
る
心
構
え
が
あ
る
こ
と
な

ど
が
含
ま
れ
る
。

内
閣
制
の
地
方
政
府
へ
の
移
行
や
市
長
公
選
制
の
可
能
性
な
ど

が
存
在
し
て
い
る
が
、
人
種
平
等
に
は
超
党
派
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス

が
必
要
と
さ
れ
る
。
効
果
的
な
策
定
内
容
や
政
策
の
未
達
成
の
理

由
を
明
確
に
し
、
上
級
管
理
職
が
達
成
を
保
証
す
る
こ
と
が
不
可

欠
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
定
期
的
報
奨
制
度
で
強
化
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
真
の
改
善
を
も
た
ら
す
政
策
に
は
多
く
の
投
資
も

不
可
欠
で
あ
る
。
責
任
者
お
よ
び
管
理
者
、
特
に
過
少
割
合
を
示

し
て
い
る
特
定
集
団
出
身
者
に
対
す
る
訓
練
の
拡
充
、
従
業
員
間

ま
た
は
従
業
員
と
管
理
職
間
の
対
立
を
早
急
に
満
足
の
い
く
方
法

で
解
決
で
き
る
よ
り
良
い
管
理
シ
ス
テ
ム
、
変
化
す
る
労
働
人
口

変
化
へ
の
導
き



９５ｉ将来への挑戦一バーミンガム市における人種平等 」について（下）

本
号
を
含
む
二
回
に
わ
た
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム

市
に
お
け
る
人
種
差
別
実
態
報
告
書
の
内
容
を
紹
介
し
た
。
紹
介

に
あ
た
っ
て
は
、
原
文
を
抄
訳
す
る
形
式
を
と
っ
た
が
、
こ
れ
は

で
き
る
だ
け
原
文
の
持
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
正
し
く
伝
え
た
い
と
思

っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
同
報
告
書
の
意
味
を
よ
り
正

確
に
汲
み
取
っ
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。

こ
の
報
告
書
は
同
市
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
報
告
書
で
あ
る

が
、
各
分
野
に
お
け
る
人
種
差
別
の
実
態
と
そ
れ
ら
差
別
撤
廃
の

た
め
の
勧
告
が
含
ま
れ
て
い
た
。
む
ろ
ん
発
行
の
意
図
の
な
か
に

は
、
政
策
の
一
環
と
し
て
、
様
々
な
人
種
で
構
成
さ
れ
て
い
る
国

民
を
平
和
裏
に
統
合
し
つ
つ
、
経
済
的
に
も
効
率
よ
く
国
の
発
展

を
維
持
し
て
い
こ
う
と
す
る
考
え
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
粉
う

こ
と
な
き
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
国
民
で
あ
ろ
う
と
な

に
対
す
る
人
員
配
置
情
報
シ
ス
テ
ム
の
確
立
な
ど
も
求
め
ら
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
の
あ
る
資
料
で
は
、
説

明
責
任
を
有
す
る
独
立
機
関
と
し
て
の
「
平
等
協
議
会
」
の
設
立

（
１
｝
 

も
提
案
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
そ
の
最
終
決
定
は
、
地
域
で
マ

ィ
ノ
リ
テ
ィ
・
エ
ス
ー
ー
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
共
同
で
行
う
べ

き
で
あ
る
。

お
わ
り
に

か
ら
つ
と
、
現
在
イ
ギ
リ
ス
に
住
ん
で
い
る
人
々
の
「
機
会
の
平

等
」
と
「
良
好
な
人
種
関
係
」
の
構
築
を
目
指
し
、
人
種
差
別
撤

廃
を
法
で
定
め
、
確
実
に
政
策
と
し
て
実
施
し
て
い
る
点
は
大
い

に
学
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。

初
の
「
一
九
六
五
年
人
種
関
係
法
」
か
ら
み
る
と
、
「
二
○
○

○
年
人
種
関
係
法
」
は
公
的
機
関
に
人
種
差
別
撤
廃
を
義
務
づ
け

着
実
に
前
進
し
て
い
る
が
、
政
策
実
施
に
あ
た
っ
て
は
様
々
な
問

題
も
生
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
前
向
き
な
政
策
実
施
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
筆
者
が
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
市
で
調
査
を
行
っ
て
い
た
二
○

○
｜
年
の
七
月
八
日
に
、
北
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー

ド
で
戦
後
最
大
の
「
人
種
暴
動
」
と
称
さ
れ
る
事
件
が
発
生
し
た
。

こ
れ
は
、
約
千
人
の
ア
ジ
ア
系
の
若
者
が
店
に
放
火
し
た
り
商
品

を
略
奪
し
た
事
件
で
あ
っ
た
が
、
当
時
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
の
中

心
地
は
騒
然
と
な
り
、
約
九
百
名
の
機
動
隊
が
出
動
し
た
。
火
炎

と
う
て
△

瓶
や
煉
瓦
の
投
榔
に
よ
り
約
一
一
一
○
名
の
警
官
が
負
傷
し
、
六
一
一
一

名
の
警
官
を
含
む
八
二
名
が
病
院
で
手
当
て
を
受
け
て
い
る
。
二

三
名
の
ア
ジ
ア
系
と
一
三
名
の
白
人
が
逮
捕
さ
れ
、
連
日
、
各
メ

デ
ィ
ア
は
大
々
的
に
「
人
種
暴
動
」
と
称
し
て
、
暴
れ
た
ア
ジ
ア

系
の
若
者
た
ち
へ
の
批
判
を
声
高
に
述
べ
て
い
た
が
、
こ
と
の
次

第
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
当
日
予
定
し
て
い
た
移
民
排
斥
デ
モ

の
許
可
を
取
れ
な
か
っ
た
憤
懲
や
る
か
た
な
い
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

フ
ロ
ン
ト
」
の
若
者
た
ち
が
、
そ
の
デ
モ
を
阻
止
し
よ
う
集
ま
つ

部落解放研究Ｎｏｌ５１２００ａ４
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決
定
過
程
に
入
っ
て
い
く
こ
と
も
重
要
な
要
素
と
な
ろ
う
。

こ
の
事
件
の
直
後
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
緊
急
対
策
と
し
て
エ
ス

ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
集
住
し
て
い
る
地
区
に
特
別
助
成
金

を
交
付
し
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
市
も
五
○
○
○
万
ポ
ン
ド
を
受
給
し

た
。
同
市
は
さ
ら
に
、
Ｓ
Ｒ
Ｂ
６
（
都
市
再
開
発
費
）
か
ら
四
○

○
○
万
ポ
ン
ド
、
子
ど
も
基
金
か
ら
二
七
○
○
万
ポ
ン
ド
を
、
さ

ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
基
金
か
ら
も
一
億
五
○
○
○
万
ポ
ン
ド
を
受
給

し
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
も
「
前
進
に
向
け
て
ｌ
ブ
ラ

ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
は
じ
め
と
す
る
人
種
関
係
改
善

対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
流
さ
れ
、
各
自
治
体
は
こ
れ
ら
の
プ
ロ
グ
ラ

（
２
｜
 

ム
に
基
づ
い
て
速
や
か
に
対
策
の
検
討
に
入
っ
た
。
こ
の
事
件
が

示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
い
か
な
る
立
派
な
政
策
も
運
用
次
第
で

結
果
は
大
き
く
変
化
す
る
。
ま
ず
は
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
市
の
報
告
書

も
勧
告
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
種
差
別
撤
廃
の
実
効
力
を
高
め
る

強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
は
、
エ
ス

ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
自
身
が
市
の
執
行
委
員
等
と
し
て
政
策

て
い
た
「
反
ナ
チ
連
盟
」
の
ア
ジ
ア
系
の
若
者
た
ち
に
対
し
、
パ

キ
ス
タ
ン
人
に
対
す
る
蔑
称
「
パ
キ
」
と
い
う
言
葉
を
挑
発
的
に

投
げ
つ
け
た
の
で
あ
る
。
日
ご
ろ
、
就
職
や
昇
進
な
ど
で
差
別
を

受
け
て
い
る
ア
ジ
ア
系
の
若
者
は
こ
の
言
葉
に
怒
り
を
爆
発
ざ

せ
、
事
件
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

い
つ
の
時
代
も
ど
こ
の
世
界
に
も
お
い
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
差
別

》汪（
１
）
○
百
一
一
の
ロ
、
の
⑪
さ
【
Ｓ
の
司
昌
員
Ｑ
幻
月
の
ｐ
Ｃ
ｇ
－
－
ご
一
口
四
日
）
ご
ｍ
‐

宜
四
己
幻
の
ロ
○
弓
。
（
Ｓ
の
、
［
の
ロ
ケ
の
ご
Ｐ
四
二
『
Ｈ
の
ロ
、
の
旨
ｐ
Ｓ
Ｑ
ｏ
ｏ
ヨ
ヨ
ー
の
‐

⑫
一
○
Ｐ
国
一
『
ヨ
ヨ
、
冨
日
Ｑ
Ｑ
ｏ
ｏ
ｇ
Ｑ
ｌ
》
三
四
【
呂
囚
Ｓ
」
》
ｇ
・
」
「
‐
田
．

（
２
）
三
○
く
一
口
、
『
。
【
三
四
ａ
》
、
【
且
（
Ｃ
ａ
一
目
勺
の
ｏ
ｐ
ｌ
の
ｂ
８
ｍ
Ｂ
Ｂ
》
弓
宜
の

三
四
（
一
○
口
四
一
国
。
Ｅ
【
瓜
困
、
、
の
幻
の
一
ｍ
［
一
○
口
ｍ
・
Ｏ
Ｃ
Ｂ
曰
巨
已
□
勺
『
己
の
三
○
〔

勺
旦
且
一
口
の
》
三
四
六
一
口
胆
口
く
の
扇
亘
二
○
房
曰
国
【
且
Ｓ
ａ
》
西
の
『
己
昌

○
巨
の
｜
の
『
》
］
口
々
』
○
○
」
。

を
撤
廃
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く

と
も
各
自
が
相
互
の
人
権
を
尊
重
し
、
個
性
や
能
力
を
生
か
せ
る

社
会
づ
く
り
を
目
指
し
て
努
力
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
そ
の

た
め
に
は
教
育
の
果
た
す
役
割
が
極
め
て
重
要
と
な
る
。


